
様式第1－1号

I

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・藪田宏行）

調査研究費･研修費･広聴広報費･雰識標溌婚･会議費･鮮昨励潰’ 魎 事務費･謡翻漬･人件費経費項目 ’

聖教新聞・公明新聞（令和4年4月～令和5年3月分）内 容

22,926円金 額年 月 日令和4年4月 5日～年月 日

■県政社会情勢に関する情報収集

聖教新聞・公明新聞購読料

画

目的

1

使途

政務活動・

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。
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政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1/2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動と私用との按

分b 22,926円％45,852円

整理番号 3-4-4-1

ｆ
隠
、
州

F 子.

報

＝

判□

》
（
劇
選
垣
假

臼

苫貝

叩
『p ■

f

08

蕊

、
つ
醐
阜
②
園

皿
心
国
×
【

寸
の
③
《
［

※
魎
蕪
蒋
釧

覇
・
竿
濡
・
幅
》

瓢

ヒーユ

側、

（
劇
窪
）
垣
股

ざ ． ．

晶

叩

08

寸
寸
①
《
画
面

皿
や
国
×
『

吟
、
②
《
【

※
駈
蕪
需
煮

国
唖
の
。
い
す
謡

：
も
：
篭
攝
相
嬰
腰
《



様式第1－1号

日’

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・藪田宏行）

･人件費事務費．費費・経費項目
I

’
静岡新聞（令和4年4月～令和5年3月分）内 容

金 額 19,500円年 月 日年月 日 令和4年4月 5日～
｜

国

に関する情|| ・的 ’目的 集県

|

静岡新聞購使途

政務活動．
I

問の参考にする。県政等の’ を県政との

関連性
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店株式会社 山下

静岡県牧之原市地頭方113
本店 0548-58-0031

金額その他を訂正したものは無効です
P

ご砺醗ありがとうございます。本証憾ご保存下さい。

’

政務活動費支出額(a×b)

’
｜ 領収 案分率(b)

1/2

(a)案分の理由

政務活動と私用との按

分も 19,500円％39,000円

薬理番号 3-4-4-2
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零重領収致しました年祭月ざ'司



様式第1－1－号

’

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・藪田宏行）
ﾛ■’

高踏研究費･研修費･醜礎･鶏鞠靜瀧債･会議費･資料ｲ愉噴厩経 職事務費事務所費帳費項目
’

中日新聞（令和4年4月～令和5年3月分）内 容

26,400円|金 額’金 額年 月 日令和4年4月 6日～年月 日

県政社会情勢に関する情報収集目的

中日新聞購読料使途

政務活動・

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

く領収書貼付枠＞
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領収証

一篭L廻孔△直_橇
R今年学月ら日

I
日入但し折込料 枚 月

上記の勢尉輔牌ました 中日新聞御前崎專

蕊シン
代表取締役増

■
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静岡県御前崎市
電話く0537〉
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1／2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動と私用との按

分も ’ ％52,800円

薬理番号 3-4-4-3
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様式第1－1号 一

支出証拠書

(会派名・議員氏名自民改革会議・藪田宏行）

’
職 事務費･詞弼漬･人件費調蕊職賓･研修費･広聴広報費･蕊繍誇鰯潰･会議費･資粥H械費目

日本農業新聞（令和4年4月～令和5年3月分）容

|金 額’金 額 31,476円年 月 日令和4年4月 7日～日

－

’県政社会情勢に関する情報収集
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政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

100％

領収書金額(a)

サ

31,476F31,476円 ； 31,476円

mk整理番号 3-4-4-4

領収証
No l28502

藪唾I 宏行 様

￥ 夕/,チ76← （内消費税 円）

但し鮴農縛命|執代 として

上記金額正に領収いたしました

彦
取扱店

令和タ年卒月 7日
静岡県菊川市下平川6265

遠州夢咲農業協同
住所

取扱店
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組合員ふれあい室

､‘

※扱者印のないものは無効となります。

収入印紙

組合員または領収金額

5万円未満の場合には
印紙税法の規定によI）

非課税
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様式第1－2号

］

支出証拠書（各種団体会費）

(会派名・議員氏名自民改革会議・藪田宏行）

1艫|経費頃｡ ’経費項目

内外情勢調査会年会費内 容

I金 頴｜ ”胤息"㈲ ’198,527円金 額令和4年4月 1日～令和5年3月 31日年月 日

副全国各地の企業経営者や諸団体のトップらが会員として入会し、会員への講演活動や資料
提供により、国内外の諸情勢について知識の向上と理解の増進を図る。

､中東遠支部並びに全国会におけるインターネットを含む講演会
･会報誌「J2TOP｣ (ジェイツウトップ、月干0の発行

会の活動

内容等

!政務活動・

県政との

関連性
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全て政務活動にかかる
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3～父一学一夕

請求書
’静岡県議会議員薮田宏行様 斗

’
請求番号’ ’

198,000円
18,000円を含む）

請求金額
（消費税等

請求期間令和4年4月 ～令和 5年3月

…毒顎可T扉信亮丁一－種類

'1,W:b:I
180，00180,000

内外情勢資料
（ 消費税

198,0001合計

本会の会費は、昭和32年3月22日付国税庁長官通知により 「支出した事業年度の損金に算入」することができます。
■この件についてのお問合せは、 静岡総局 までお願い致します。 (TELO54-252-1823)

↑入力して下さい。振込人名の先頭に請求番号を入
送金手数料はお客様負担でお願
発行責任者事務局長
事務担当者東京事業推進部長
下記振込先名義人 「一般社団

内容のお問合せは上記までお願いします。
連絡先 03-3546-7021
連絡先 03-3546-7037
査会シヤ)ﾅｲｶﾞｲｼﾞﾖｳｾｲﾁﾖｳｻｶｲ 」：

郵便局又は、下記の金融機関へお振り込み下さい。
振替口座 00120-3-45104
島田掛川信用金庫 本店営業部 普通0029989

〒
非
宋
一

霧
1

熱
芯

請求日

2518880



業務．財務関連資料|一般社団法人内外情勢調 ツー､参-# -r

圏薩遥誕蘂塞

018/5ﾉ7

詞蕊續鑿調査蓋c ヨ 涯些

で

定款

定款

昭和29年12月1日設立
昭和30年2月4日許可
平成15年11月1日改定
平成24年4月1日改定

第1章総則

(名諏

第1条この法人は、一般社団法人内外情勢調査会と称する。
(事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は､理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場
合も同様とする。

第2章目的及び事業

第3条この法人は、国内外の情勢について、国民の知識の向上と理解の増進を図り、国内外の情報の収集分析(目的）

および調査を行うことを目的とする。

瘻業） ・

第4条・この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（1）講演会等の開催

（2）国内外の情勢についての情報、資料の収集および調査
（3）前号にて収集した情報、資料の翻訳､分析、編集配布
（4）前2号の委託および受託

（5）図書等の刊行

（6）その他この法人の目的達成に必要な事業
2前項の事業は、日本国内および海外で行う。

第3章会員

(種別）

第5条この法人に次の会員を置く。

（1） 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体 ．
（2） 一般会員 この法人の事業に参加することを主たる目的として入会した法人、団体又は個人
（3） 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で会長が承認した者

2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団．財団法人
法」という。 ）上の社員とする。

第6条この法人の正会員および一般会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認
(入会）

を得なければならない。

2入会は､理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費）

イノR
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業務．財務関連資料'－3錐士団法人内外情勢調査会

第7条会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため､総会において定める会費規程に基づき、会費を支払
わなければならない。

2前項の会震については、その雲頁を管理雲用のために充当することができる。

第8条会員は、どの法人が開催する講演会等を癖菅する資格を宿し、この法人が提供する資料等の配布を受ける(会員の特典）

ことができる。

第9条会員は､退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。(任意退会）

第10条会員が次の各号の一に該当するときは､総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権（除名）

の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
（1） この定款その他規則に違反したとき
（2） この法人の名誉をき損し又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
（3）その他除名すべき正当な事由があるとき

2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行
う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第11条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。（会員資格の喪失）

（1）会費を納入せず､督促後なお会費を2年以上納付しないとき
（2）総正会員が同意したとき

閻雲が後見開購又I副保佐開始の雷判を受けたとき
（4）死亡､解散又は破産したとき

第12条会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する椿lを失い、義務を免れる。ただし、未履行の義（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

務は、これを免れることができない。

2会員がその資格を喪失しても、既に納付した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

018/5/7

第4章総会

(構成）

第13条総会は、すべての正会員をもって構成する。
2前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

(権限）

第14条総会は、次の事項について決議する。
（1）会員の除名

（2）理事監事の選任又に畷狂
（3）理事及び監事の報酬等の額 ．
（4）貸借対照表及Z肖員益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（5）定款の変更

（6）解散及び残余財産の処分
（7）その他総会で決議するものとして法令又はこの症獄で定められた事項

(種類及び開催）
第ユ5条この法人の総会は､通常総会及び臨時総会とする。
2通常総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）理事会において開催の決議がなされたとき。
（2）正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項及び招集の理由を示

請求があったとき。

第ユ6条総会は、法令に別段の定めがある場合を除きゞ理事会の決議に基づき会長が招集する。（招集）

して

勺ノ口



ぐ業務。財務関連資料|一般社団法人内外情勢調査会

2会長は前条第3項第2号の規定による請求があったときは､理事会の決議を経て、その日から6週間以内の日
を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前まで
に通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することが
できることとするときは、 2週間前までに通知を発しなければならない。

一￥一ｦ〆￥
2018/5/7

１
１

(議長）

第17条総会の議長は、会長がこれに当たる。

2第15条第3項第2号の規定に基づく臨時総会を開催した場合には、出席正会員のうちから議長を選出する。
（定足数）

第18条総会は総正会員数の過半数の出席がなければ開催することばでき趣い。

第19条総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過
(決議）

半数をもって行い､可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
3第1項の規定にかかわらず、次の決議は､総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に

当たる多数をもって行う。

（1）会員の除名

（2）監事の解任

（3）定款の変更

（4）解散

（5）その他法令で定められた事項

4理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理
事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第20条総会に出席できない正会員は､あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を
震面議決篝） ）

行使することができる。

2前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3第1項の規定により議決権を行使する場合は、当該正会員は出席したものとみなす。

（総会の決議の省略）
第21条理事又は正会員が､総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったも
のとみなす。

（総会八の報告の省卿
蟻雪篭駕員の全員に対し､総会騨篭謹製艤懲票震驚堤鴬鳥
ことを要しないことについて、社員の全員力濤回又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の
総会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第23条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上
が、記名押印する。

第5章役員

(種類及び定数）
第24条この法人に、次の役員を置く。

（1）理事3名以上11名以内

（2）監事1名以上3名以内

2理事のうち1名を代表理事とし、 2名以内を一般社団‘財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行
理事とすることができる｡

(選任）

第25条･理事監事は、総会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
ロノ0
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前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より常任理事1名を選定することができる。
この法人の理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係
にある者の合計数は､理事総数観在数）の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
監事は、この法人又はその子法人の理事畷族その他特殊の関係がある者を含む。）又は使用人を兼ねること
ができない。

’ ３
４
５

６

健亭の職務及び権限）
第26条理事は、理事会を構成し､法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は､法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3常任理事は、会長を補佐し龍この法人の業務を執行する。また､会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、その業務執行に係る職務を代行する。
4会長常任理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状

況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限）
第27条監事は､理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をする

ことができる。

第28条理事の任期は､選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで(役員の任期）

とする。

2監事の任期は､選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとす
る。

3補欠として選任さｵ1た理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、現j=の残任期間とする。
5理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新
たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権芽1義務を有する。

第29条役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は､総正（解任）

会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬詞

第30条役員には、職務執行の対価としての報酬を支給することができる。
2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3前2項に関し必要な事項は､総会の決議により別に定めるところによる。

第31条この法人は､役員の一般社団‘財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該(損害賠償責任の免除又は限定）

当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低壹任限度額を控除して得た額を限度と
して、免除することができる。

Zこの法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償壹任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度
額は、法令の定める最低責任限度額とする。 ’第32条この法人に、任意の機関として、 1名以上5名以下の顧問を置くことができる。

侭問）

2顧問は、次のH罐を行う。

（1）会長の諮問に応え､会長に対し､助言し意見を述(ること
3顧問の選任及び解任は、理事会において決定する。
4顧問の報酬は、無償とする。

I

第6章理事会

(構成）

・第33条この法人に理事会を置く。

2理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限） 4/8
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第34条理事会は､次の職務を行う。

（1） この法人の業務執行の決定

（2）理事の職務の執行の監督

ターリー幹一ぐ
2018ﾉ5/7

I
の選定及び解職代表理事及び業ﾖ鋪行理事(3)

（4）総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(開催）

第35条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）会長が必要と認めたとき。

（2）会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
（3）前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事

会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
（4）一般社団・財団法人法第101条第2項､第3項の規定により監事から会長に招集の請求があったとき、

又は監事が招集したとき。

第36条理事会は、会長が招集する。ただし、理事会を前条第3号の規定により理事が招集する場合及び前塞
（招集）

4号の規定により監事が招集する場合を除く。

2前条第3号の場合は理事が、前条第4号の場合には監事が、理事会を招集する。
3会長は､前条第2号又は前条第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があっ
た日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

4理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前
までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開
催することができる。

（議長）

第37条理事会の議長は､会長がこれにあたる。

（定足数）

第38条理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

第39条理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別な利害関係を有する理事
（決議）

を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

I 第40条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加
(決議の省略）

わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の
理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

’

第41条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理
(報告の省略）

事会に報告することを要しない。

2前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録）

第42条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第43条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定め
(理事会運営）

る。

第7章資産及び会計

(財産の種別）

第44条この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分）
第45条基本財産についてこの法人は､適正な＃鑑及び管理に努めるものとする。

頁ﾉQ



業務．財務関連資料|一般社団法人内外情勢調査会

2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、
ことのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。

；グー￥‘-､ﾂﾑｰ議決に加わる2018/5/7

(財産の管理・運用）
第46条この法人の財産の管理･運用は、会長が行う。

瘻業年園
第47条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第48条この法人の事業計画書､収支予算書については､毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し､理
(事業計画及び収支予算）

事会の決議を経て、直近の総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所および従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くもの

とする。

会長が次の書類を作成し、監事の監査を(弓簔識告及び決算）
第49条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。

事業報告

事業報告の附属明細書

貸借対照表

(1)

(2)

(3)

（4）損益計算書（正味財産増減計算書）
（5）貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書）の附属明細書
（6）公益目的支出計画実施報告書（以下、 「実力瞬岡告書」という。公益目的支出計画の実施が完了したことの

確認を受けるまでの期間に限る。 ）

2前項の承認をうけた書類のうち、第1号、第3号､第4号、第6号の書類については、通常総会に提出し、第
1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3第1項第1号から第5号の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え
置き、実施報告書を法令の定める日から5年間主たる事務所に備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従
たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

4第1項第6号の実施報告書については、この法人は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受ける
までは、毎事業年度の経過後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。

5何人も、この法人の業務時間内はいつでも、計算書審等について法令の定めるところにより閲覧の請求をする
ことができる｡

(長期借入金及び重要な財産の処分又は讓受姻
第50条この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償童する短期借入金を除
き、理事会において、理事総数(現鎧）の3分の2以上の議決を経なければならない。
2この法人力瘻要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等）

第51条この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の分配の禁止）
第52条この法人|剰余金の分配は行わない。

第8章定款の変更､合併及び解散

第53条この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に
(定款の変更）

より変更することができる。

第54条この法人は､総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に
信併等）

より、他の一般社団.財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は-部の譲渡をすることができる。
2この法人が合併をしたときは、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでは、法令の定める
ところにより、遅滞なく認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。

僻散）

第55条この法人は､総会の決議その他法令で定められた事由により癖伽する。
2この法人が解散恰併による解散を除く。 ）をしたときは、公益目的支出計画の実施が
を受けるまでは、遅滞なく認可行政庁に届け出なければならない。

完了したことの確認

(残余財産の帰属） Rﾉ只
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第56条この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、この法人と類似の事業
を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

ﾀｰ吹乎
一

2018／5/7

(公益目的支出計画の変更）
第57条公益目的支出計画の変更をしようとするときは、法令の定めるところにより、認可石政庁の認可を受け
るものとする。

第9章 事務局

(設置等）

第58条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には､所要の職員を置く。

3重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

第1．0章公告の方法

(公告の方法）

第59条この法人の公告の方法は電子公告による。

2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章情報公開および個人情報の保護

(情報公開）

第60条この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公
開するものとする。

2 'I=R公開に関する必要な事項は､理事会の決議により別に定める情報公開規則による。
(個人情報の保謁
第61条この法人は、業務上知り得た個人情報の保謨に万全を期すものとする。
2個人情報の保護に関する必要な事項は､理事会の決議により別に定める。

第12章補則

(委任）

第62条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一瞬士団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条
第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、撒轄hの登
記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 どの法人の最初の代表理事は次に掲げるものとする。
中田正博

4この法人の登記の日に就任する理事及び監事は次に掲げる者とする。
理事･･中田正博越後正人本多常雄緒方四十郎佐々淳行川島廣守曽野綾子行天壹雄石原信雄
斉藤邦彦

監事･ ･永井良孝鮫島忠男

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 7/只
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様式第1－1号

B

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・藪田宏行）

調査研究費･研修費･圃諏報費･鶏鞠靜瀧憤･会議費･資*昨成費･資繩静費･事務費’ 鰯 人件費経費項目

事務所賃借料内 容

’ |総 額’金 額 15,000円令和4年4月 1日へ令和4年4月 31日年月 日
－－－1

政務活動を行うための事務所の賃借

4月分賃借料

呂＝

目的

使途

1

政務活動・

県政との

関連性 ’
I

く領収書貼付枠＞

－……韓亨q園－－－‐一電宗-慰一ママ車再寡軍一一F一一一-一一界一恵=－~~

領収証 籔腰宏行 様No.

￥30"C卯一 ，
但244肋、争務所賃貸料
入金日24年4- 月 25日 上記正に領収いたしました

,
』 げ ‘･ 一

p ､ ､ 6 . . '辱

〆..~与 司一 .-. -~ . 凸 塀 ﾛ, ､ 一 一一…、
. …･ ,0砦邑些､甲.

静岡県獅前埼市御前崎5”’二湖
「－－－－－内訳 ！ ’ f"＝ ず

日光水産株式会桂税抜金額

消費税額等（ ％）
TELO548-63-3216FAXO648趨秘17:

I

|’

％’
案分率(b)

1／2

領収書金額(a)

’
で

30,000円

整理番号 3-4-4-6

収入

印紙


